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山口県土木工事施工管理基準 

 

この基準は、山口県土木工事共通仕様書 第１編第１章 1-1-24 （施工管理）に規

定する土木工事の施工管理の基準を定めたものである。 

 

１．目 的 

この基準は、土木工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事目的

物の出来形及び品質規格値の確保を図ることを目的とする。 

 

２．適 用 

この基準は、山口県が発注する土木工事について適用する。 

ただし、工事の種類、規模、施工条件等により、この基準によりがたい場合は、

監督職員の承諾を得て、他の方法によることができる。 

なお、設計図書に明示されていない仮設構造物等は除くものとする。 

 

３．構 成 

施工管理の構成は下記によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．管理の実施 

（１）受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければ

ならない。 

（２）施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わな

ければならない。 

（３）受注者は、測定(試験)等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられる

よう速やかに実施しなければならない。 

（４）受注者は、測定(試験)等の結果をその都度管理図表等に記録し、適切な管理

のもとに保管し、監督職員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成

時に提出しなければならない。 

 

５．管理項目及び方法 

（１）工程管理 

受注者は、工程管理を工事内容に応じた方式（ネットワーク、バーチャート
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方式など）により作成した実施工程表により行うものとする。 

ただし、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容について

は、省略できるものとする。 

（２）出来形管理 

受注者は、出来形を出来形管理基準及び規格値（別表第１）に定める測定項

目及び測定基準により実測し、設計値と実測値を対比して記録した出来形管理

図表（施工管理参考様式の測定結果一覧表（様式管－３）及び出来形管理図（工

程能力図）（様式管－５））を作成し、管理するものとする。 

なお、測定基準において測定箇所数「○○につき１ヶ所」となっている項目

については、小数点以下を切り上げた箇所数を測定するものとする。 

（３）品質管理 

ア．受注者は、品質を品質管理基準（別表第２）に定める試験項目、試験方法

及び試験基準により、その管理内容に応じて、工程能力図、又は品質管理図

表（ヒストグラム、χ－Ｒ、χ－Ｒs－Ｒm など）を作成し管理するものとす

る。 

ただし、測定数が 10 点未満の場合は品質管理表のみとし、管理図の作成

は不要とする。 

イ．下記に掲げる工種(ｲ)､(ﾛ)､の条件に該当する工事を除き、試験区分で［必

須］となっている試験項目は、すべて実施するものとする。 

また、試験区分で［その他］となっている試験項目は特記仕様書で指定し

たもの、又は監督職員が指示したものを実施するものとする。 

(ｲ) 路盤 

維持工事等の小規模なもの（施工面積が 500 ㎡未満のもの） 

(ﾛ) アスファルト舗装 

維持工事等の小規模なもの（施工面積が 300 ㎡未満のもの） 

ウ．小規模工種については、コンクリートに関する品質管理の試験頻度を緩和

することができるものとする。（品質管理基準（別表第２）摘要欄参照） 

なお、小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。 

橋台、橋脚、杭類（場所打杭、井筒基礎等）、橋梁上部工（桁、床版、

高欄等）、擁壁工（高さ１ｍ以上）、函渠工、樋門、樋管、水門、水路

（内幅 2.0ｍ以上）、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これ

らに類する工種および特記仕様書で指定された工種 

 

 

（４）写真管理 

受注者は、写真管理を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完

成後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害

写真等を写真管理基準(別表第３)により撮影し、適切な管理のもとに保管し、

監督職員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなけれ

ばならない。 
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６．規格値 

受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測(試験・検

査・計測)値は、すべて規格値を満足しなければならない。 

 

７．運 用 

（１）出来形管理基準について 

延長の規格値は、各工種とも各ブロックごとに満足するとともに総延長も満

足するものとする。 

（２）品質管理基準について 

ア．コンクリート及びコンクリート舗装工 

コンクリート圧縮（曲げ）強度試験結果は、「同一プラント、同一材料、

同一配合、同一強度」の、鉄筋コンクリート 500 ㎥以上その他のコンクリー

ト 1,000 ㎥以上で、かつコンクリート打設日数が長期間の場合は、χ－Ｒs

－Ｒm の管理図を作成するものとする。なお、ＪＩＳ生コン工場製品を使用

する場合は、χ－Ｒs－Ｒm の管理図は省略することができる。 

イ．アスファルト舗装工 

① 品質管理試験の省略 

維持工事等の小規模なもの（施工面積が 300 ㎡未満のもの）については

省略することができる。 

ただし、厚さの管理のためコアー採取した場合の「締固め度」に係る管

理は実施する。 

② 配合試験 

マーシャル安定度試験による残留安定度の計算書は特記仕様書等によ

り監督職員がその必要を認め指示した場合に提出するものとする。 

③ 再生材 

再生材を使用する場合も、品質管理基準は新材と同様とする。 

（３）アスファルト混合物事前審査における品質管理基準の取扱いについて 

アスファルト混合物事前審査制度の事前審査で認定された加熱アスファル

ト混合物を使用する場合、「品質管理基準」は以下のとおりとする。 
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（４）アスファルト舗装工事のコアーによる出来形及び品質管理の取扱いについて 

・出来形管理（厚さ） 

コアーの厚さは、コアーの周囲における測定値の平均とする。 

なお、同一工種で２層以上に施工した場合は、それらの層の全層で測定

する。 

 

（５）破壊検査について 

ア．技術検査（段階確認を含む）において、必要があると認められるときは、

工事の目的物を最少限度破壊し、分解し、若しくは試験し、検査することが

できる。 

イ．コンクリートのコアー採取による強度試験は、品質に異常が認められた場

合に行う。 

ウ．コンクリート構造物及びコンクリートブロック積（張）工等の抜石、注水

検査は、必要があると認められる場合に行う。 

 

（６）３次元データによる出来形管理 

ＩＣＴ施工において、３次元データを用いた出来形管理を行う場合は、「３

次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）｣の規定によるものとする。 

なお、ここでいう 3 次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の形状

を 3 次元空間上に再現するために必要なデータである。 

 

（７）施工箇所が点在する工事について 

施工箇所が点在する工事については、施工箇所毎に測定（試験）基準を設定 

するものとする。 

 なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。 

 

（８）防護柵設置工における出来形確保対策について 

土中埋め込み式のガードレール、ガードパイプ、ガードケーブル、転落防止

柵及び横断防止柵（以下「対象防護柵」という。）を設置する工事については以

下のとおり取り扱う。 

ア．受注者は、対象防護柵の支柱を建て込む際に、障害物がある場合など、支

柱の建て込みが困難な場合には、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関

して協議しなければならない。 

イ．発注者が、対象防護柵の根入れ長を確認するために、別途非破壊試験を実

施する場合には、あらかじめ通知するので、試験に協力しなければならない。 

ウ．受注者は、原則として、以下に定める「写真による管理」を行うこととす

る。 

なお、受注者からの申し出により、監督職員に通知の上、「写真による管理」

に換えて、以下に定める「ビデオ等による管理」とすることができるものと
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する。 

エ．受注者は、「写真による管理」に当たっては、以下の状況等を対象防護柵の

支柱全本数分撮影することとする。 

・ 支柱建て込み前の支柱の寸法（長さ）の写真 

・ 支柱建て込み直前（器機セット時）、支柱建て込み中、建て込み完了時

の少なくとも３枚の写真 

なお、対象防護柵の支柱打ち込み完了後、速やかに上記写真（電子データ

の場合はデータの入った媒体）を添えて、監督職員に支柱打ち込み完了の報

告を行うこととする。 

オ．受注者は、「ビデオ等による管理」に当たっては、以下の状況等をビデオカ

メラにより、対象防護柵の支柱全本数分撮影することとする。 

・支柱建て込み前の支柱の寸法（長さ） 

・支柱建て込み直前（器機セット時）から建て込み完了までの施工状況（連

続撮影） 

なお、対象防護柵の支柱打ち込み完了後、速やかに上記撮影記録の入った

媒体を添えて、監督職員に支柱打ち込み完了の報告を行うこととする。 

カ．提出された写真又はビデオ撮影記録及び発注者が行う非破壊試験結果によ

り、防護柵の根入れ長に疑義がある場合には、工事請負契約書第１７条第３

項又は第３１条第２項に基づき、支柱引き抜きによる破壊検査を行う。 

なお、引き抜きによる破壊検査やその復旧に要する費用は、工事請負契約

書第１７条４項又は第３１条３項に基づき、受注者の負担とする。 

 

（９）道路土工等における現場密度試験について 

盛土部の強度確保については、施工上の十分な配慮が必要であるとの観点か

ら、受注者は、砂置換法による土の密度試験（JIS A 1214）の報告様式にお

いて、受注者及び測定者の氏名を記載することとする。 

（施工管理参考様式 ７砂置換法による土の密度試験（現場での測定）（p.4-7）） 

 

 


